
 

東 調 業 発 第 １ ４ 号  

                                                     平成３０年８月１０日  

 会 員 各 位 

 

東京土地家屋調査士会        

会 長 野 城  宏（印略）    

 

「登記基準点設置マニュアル」の一部改正について（通知） 

 

平素は会務運営につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて，昨年２月２３日・２４日の両日に亘り開催された，日本土地家屋調査士会連合会第５回

理事会において，登記基準点認定規程等が一部改正されたことを受けて，このたび当該マニュア

ルを別紙のとおり改正することと致しましたので，お知らせ致します。 

 
【改正内容】 

○ ８頁：登記基準点測量作業規程運用基準別表第５の改正を受けて内容を改める（赤枠箇所を

追加・変更）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ３１頁及び３５頁：登記基準点測量精度管理表の様式を現行様式に改める。 
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※ 本マニュアルは，不動産登記規則 第 77条による地積測量図を作成するためのマニュアルです。 

  認定を受ける場合は，平成 23 年に日調連より配付された「登記基準点設置事例集改訂版」を 

ご参照ください。 

 

 

 

 

 

 



「登記基準点設置マニュアル」の作成にあたって 

 
１．「地積測量図の記載内容改良経緯」 

昭和 25 年に土地家屋調査士制度が成立して今年で 60 年目になります。 

土地家屋調査士制度成立から今日に至るまで，土地家屋調査士の作成してきた地積測

量図は，国民の大切な財産である土地の詳細情報を公示する，貴重な資料として法務局

に備え付けられています。 

この貴重な資料である「地積測量図」の記載内容は，土地家屋調査士制度成立時から

平成 17 年施行の不動産登記規則第 77 条１項７号に至るまで，「それぞれの時代が土地家

屋調査士に対して要望してきたこと」によって概ね以下の経緯で改良，進化を遂げてき

ました。 

(1) 求積方法の記載のみで可（土地家屋調査士制度成立当初） 

(2) 上記(1)に加えて，筆界辺長も記載すること 

(3) 上記(2)に加えて，筆界点に境界標を設置した場合には，その種類を記載すること 

(4) 分筆・地積更正の際には，隣接地との筆界確認を行うこと 

(5) 原則として残地求積は禁止とし，全筆求積すること 

(6) 筆界点及び周辺の引照点等の座標を記載すること 

(7) 測量対象地近隣の，公共基準点等を使用した公共座標を用いて，筆界点の座標を記

載すること（不動産登記規則第 77 条１項７号） 

 

２．「時代の要請」に対応してきた土地家屋調査士の地積測量図 

土地家屋調査士制度成立当初の地積測量図は，三斜求積に関する要素（底辺・高さ）

のみの記載となっていました。これは，当時の社会的背景や測量機器の精度を踏まえる

と，このような記載内容が精一杯の内容であったからです。 

その後，私たち土地家屋調査士は，地価の高騰に伴う土地境界紛争の増加などの社会

背景や，測量機器の進歩に積極的に取り組み，社会の要望に応えてきました。 

「地積測量図記載内容の充実・進化の歴史」は，そのまま「土地家屋調査士の先達が，

技術研鑽を怠らず，時代の要請に応じてきた歴史」といえます。 

本マニュアルは，「４級登記基準点設置の入門書」として作成されています。本マニュ

アルが，「時代の要請」に適応する土地家屋調査士となることを切望する本会会員のお役

に立つことができれば幸いです。 

なお，本マニュアル作成日以後の，法令等の変更または法令解釈の訂正等については，

十分ご配慮くださるよう，お願い致します。 

 

平成 22 年６月 11 日 

                 東 京 土 地 家 屋 調 査 士 会 
 

登記基準点技術センタープロジェクトチーム 

 



「登記基準点設置マニュアル」の改訂にあたって 

 

本マニュアルは平成 22 年に Ver.１が刊行され，登記基準点の設置におけるマニュア

ルとして利用されてまいりました。その後，東日本大震災が発災し，行政が管理する

基本三角点等の成果が公開停止され，それに伴って不動産動産登記規則第 77 条による

基本三角点等による筆界点の座標値の記載方法等，日々の測量業務にかかわる法令等

が変更されました。 

また，平成 26 年７月 18 日には日本土地家屋調査士会連合会が定める「登記基準点

測量作業規程運用基準及び登記基準点認定規程」の一部改正が施行され，測量業務に

おける作業手順・名称等が変更されました。 

そして，震災以降公開停止されていました各行政が管理する基本三角点等の成果が，

その後パラメータ変換・改測等が行われ，測地成果 2011 としてその成果の公開が再開

されてきております。 

これらのことを受け，東京会では日々の業務にかかわる登記基準点設置及び測量業

務において重要なテキストである本マニュアルを改訂しました。 

会員の皆様におかれましては，登記基準点を利用した登記測量業務を行う際，改定

後の「登記基準点測量作業規程運用基準及び登記基準点認定規程」をご確認いただく

ことはもとより，本マニュアルをご利用いただき，日々の業務にお役立ていただけれ

ば幸いです。 

 

 

平成 27 年３月 13 日 

                 東 京 土 地 家 屋 調 査 士 会 

登 記 基 準 点 技 術 セ ン タ ー 専 門 部 会 
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第１章 資料収集 

 

第１節 資料収集の方法 

登記基準点測量作業は，測量対象地近傍の公共基準点等の，資料収集から始まります。 

公共基準点等の検索方法は，概ね以下の方法で行います。 

１．国土地理院ホームページから基準点を検索する方法 

(1) 国土地理院ホームページの「基準点成果等閲覧サービス」（以下「閲覧サービス」

という。）を開く 

http://sokuseikagis1.gsi.go.jp/ 

(2)「閲覧サービス」画面中央，「基準点検索入口」をクリックし，「基準点成果等閲

覧サービス ご利用上の注意事項」を確認の上，「同意する」をクリックする 

(3)「索引図」より調査場所の区域をクリックする 

(4)「検索」画面右側，「詳細検索」の「検索方法」に「公共基準点」を選択し，「都道

府県名」・「市区町村名」等の必要事項を入力する 

① 「検索」画面には，街区三角点，街区多角点等の公共基準点の位置情報が表

示される 

② 「選択リスト」画面には，種類，点名，管理先が表示される 

③ 「選択リスト」画面の「操作」項目内より「基準点詳細」情報を閲覧する 

④ 「成果表」・「点の記」については，ログインＩＤとパスワードを取得してお

く必要がある 

 

２．東京土地家屋調査士会ホームページから公共基準点・認定登記基準点を検索する方法 

(1) 東京土地家屋調査士会ホームページの左側，「認定登記基準点情報」をクリックする 

http://www.tokyo-chousashi.or.jp/datacenter/index.htm 

(2)「会員用閲覧ページへ」をクリックする 

(3) 閲覧可能な成果表等の情報が表示される 

(4) 土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人が認定登記基準点を使用する場合には，

原則として事前の使用承認は不要（登記基準点管理規程第３条第２項参照） 

ただし，認定登記基準点を使用する際に，土地，建物所有者等の立ち入り許可

が必要な場合を除く（登記基準点管理規程第３条第３項参照） 

 

３．測量対象地管轄市区町村の担当窓口で基準点情報の調査をする方法 

(1) １．（1）の「閲覧サービス」に掲載の無い，市区町村独自の基準点の有無を確認す

る 

(2) 故障点情報及び亡失点情報の確認を行う 

(3) 座標系（世界測地系もしくは日本測地系）の確認を行う 

(4) 網図，点の記，成果表を取得する 

(5) 近傍地の道路境界図がある場合には，その座標系の確認も行う 
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４．東京都土木技術支援・人材育成センターで基準点・水準点情報の調査をする方法 

（東京都管理の１級基準点及び水準点） 

         http://doboku.metro.tokyo.jp/start/04-kijyun/shinsei-1.html  

  東京都土木技術支援・人材育成センター 技術支援課 

   江東区新砂一丁目９番 15 号 

03-5683-1530 （地下水・基準点情報担当）  

 

５．東京都建設事務所工事課で道路・水路等の基準点資料の調査をする方法 

 

６．法務局で調査をする方法 

測量対象地管轄の法務局で街区基準点資料を閲覧する 

 

７．国土交通省土地・建設産業局地籍整備課のホームページで街区基準点等を検索する方法 

(1) 街区基準点等情報の公開サービス(β版)を開く 

http://gaikuchosa.mlit.go.jp/gaiku/ 

(2)「基本ガイドライン等に同意の上，利用する」をクリックする 

(3) 画面右側の「都道府県」，「市区町村」，「大字・町丁目」を選択し，「検索」をク

リックする 

(4)「表示項目選択」で，表示する項目にチェックを入れる 

（表示項目は，街区三角点，街区多角点，補助点，公図と現況のずれの４種類，

複数選択も可能） 

(5) 地図に表示された基準点をクリックすると，基準点の属性情報が表示される 

（測地系，点名，Ｘ座標，Ｙ座標，標高及び所在等の印刷も可能） 
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第２節 公共基準点等の使用に際しての注意点 

１．管理者から使用承認を必ず受けること 

公共基準点を使用するにあたっては，管理者から，「基準点の使用承認」を受ける必

要があります（第３節参照）。 

第１節の６．「法務局で調査をする方法」及び７．「国土交通省土地・建設産業局地籍整

備課のホームページで街区基準点等を検索する方法」により，基準点座標等の情報は取

得可能ですが，法務局及び国土交通省土地・建設産業局地籍整備課では，現在基準点の管

理を行っておりませんので，上記の方法で資料収集を行った際は，基準点の使用前に必

ず，基準点の管理者から「基準点の使用承認」を受けてください。 

 

２．市区町村の基準点の使用に際しての注意点 

街区多角点節点（４級公共基準点相当）は仮標識であるため，市区町村によっては，

成果等が公開されていない場合がありますので，ご注意ください。 

 

３．４級公共基準点相当とされる「街区多角点節点」を与点とする場合の条件 

４級登記基準点の既知点として使用する公共基準点は，原則として３級以上の基準

点です。 

ただし，近傍に３級以上の基準点がない場合には，厳密水平網平均計算，厳密高低

網平均計算または三次元網平均計算により設置された同級の基準点を既知点とするこ

とができます。 

この場合には，使用する既知点の数の１/２以下を同級とすることができます（登記

基準点測量作業規程運用基準第５条・登記基準点測量作業規程運用基準別表第４の２

及び【図１－２－１】参照）。 

 

【図１－２－１】単路線方式４級基準点の場合 

 

既知点Ａ

既知点Ｂ

既知点Ｃ

既知点Ｄ

対象地

新点１

新点２

新点３

（方向角取付点）

（方向角取付点）  

４級

４級４級

３級

３級
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【図１－２－１】では，既知点数が，ＢＣの２点になるので，使用既知点２点のうち，

１/２の１点までは，厳密水平網平均計算，厳密高低網平均計算または三次元網平均計算

により設置された同級の基準点を既知点とすることができます。 

 

４．４級公共基準点相当とされる「街区多角点節点，街区補助点」の取り扱いについて 

登記基準点測量作業規程では，「街区多角点節点」を一定条件の下，既知点とするこ

とが認められています（登記基準点測量作業規程運用基準別表第４の２及び第１章第２

節の３参照）。 

ただし，「補助点」に関しては，観測が１対回であるため，４級公共基準点測量の際

の既知点（与点）としては，利用不可とされています（国土交通省土地・建設産業局

地籍整備課ホームページ参照）。 

 

 

都市再生街区基本調査により設置した街区基準点等の精度区分について 

都市再生街区基本調査により設置した街区基準点等は各種測量に利用可能です。 

なお，街区基準点等と同等の精度を有する測量基準点は以下の通りです。  

 

街区基準点等の名称 公共基準点の等級 

街区三角点 ２級公共基準点相当 

街区三角点節点 ３級公共基準点相当 

街区多角点 ３級公共基準点相当 

街区多角点節点 ４級公共基準点相当 

補助点 ４級公共基準点相当 

 

※ 補助点は角の観測が一対回であるため，４級公共基準点測量の与点としての利用は不可 

 

（「国土交通省 土地・建設産業局地籍整備課 ホームページ」より抜粋） 

http://gaikuchosa.mlit.go.jp/gaiku/system/gaiku_seido.html 

 

よって，網図に組み入れられていない開放多角方式で設置された補助点を，登記基

準点の既知点として使用することは出来ません。 
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第３節 公共基準点使用承認の取得等 

公共基準点を使用する場合には，下記の手続きを行う必要があります。 

(1) 管理者に対し，使用承認の申請を行う（【添付資料①】使用承認申請書記載例参照） 

(2) 管理者から，使用承認を得る（【添付資料②】使用承認書例参照） 

(3) 使用後に，使用報告を行う（第６章【添付資料③】使用報告書記載例参照） 

 

【添付資料①】使用承認申請書記載例 
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【添付資料②】使用承認書例 

 
 

 

【第１章まとめ】 

 ・効率的な公共基準点等の資料収集の方法 

  （ホームページ検索）                （窓口調査） 

国土地理院ホームページ              基準点管理者担当窓口で， 

東京土地家屋調査士会ホームページ      →  資料収集を行い，使用承認を 

国土交通省土地・建設産業局地籍整備課        受ける。 

ホームページ 
 
・資料収集と使用承認は，亡失及び故障等の可能性を考慮して，広範囲に行ってください。 
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既知点間の距離　231ｍ293

第２章 作業計画と協議 

 

第１節 現地踏査の実施 

第１章において記載したとおり，資料収集，使用承認の取得後は，既知点が正常である

か，または亡失，故障（アスファルトやコンクリートのひび割れ）等の異常の有無の確認

を行うとともに，使用する既知点の視通の状態，新点を設置する付近の状況，対象一筆地

との位置関係等の確認を行うため，現地踏査を行います。 

 
第２節 登記基準点測量の計画 

登記基準点測量の計画を立案する際には，登記基準点測量作業規程運用基準第５条及び

第８条並びに登記基準点測量作業規程運用基準別表第４及び別表第５を参考にして，「平均

計画図」の作成を行います。 

 
 計画の事例と運用基準との比較検討例  

１．単路線方式 ① 

既知点２点において方向角の取付を行う場合 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 点検項目  

（登記基準点測量作業規程運用基準別表第４の１ ４級登記基準点測量参照） 

(1) 既知点間の距離 500ｍを標準 

→ 既知点間の距離 231ｍ293 

よって，運用基準内 
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(2) 新点間の距離 50ｍを標準 

→ 図のとおり運用基準内 

 

（登記基準点測量作業規程運用基準別表第４の２参照） 

同級の既知点を使用する場合の制限 

→ 既知点は，３級登記基準点２点  

よって，運用基準内（同級の既知点は使用する既知点の１/２以下） 

 

（登記基準点測量作業規程運用基準別表第５ 単路線方式 ４級登記基準点測量参照） 

(1) 既知点の１点以上において方向角の取付を行う  

→ 方向角の取付２点 

よって，運用基準内 

(2) 路線の辺数 15 辺以下 （※20 辺以下）        

→ 辺数５辺 

よって，運用基準内 

(3) 路線長 700ｍ以下 （※1㎞以下）        

→ 路線長 246ｍ765 

よって，運用基準内 

(4) 路線図形 50 度以下の地域内に選点  

→ 図のとおり運用基準内 

(5) 路線内の夾角は 60 度以上      

→ 図のとおり運用基準内 

 

※ 電子基準点のみを既知点として設置した一～四等三角点，１級基準点，２級基準

点や電子基準点を既知点とし，かつ，２級以上の性能を有するトータルステーシ

ョン，２級以上の性能を有するＧＮＳＳ測量機，２級以上の性能を有するセオド

ライト及び測距儀を使用する場合は，路線の辺数及び路線長について（ ）内を標

準とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 路線とは 

・既知点から他の既知点まで，または 

・既知点から交点まで，または 

・交点から他の交点まで 

をいう。 
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対象地

既知点C

新点３

50度

50度
50度

50度

既知点間の距離　231ｍ293

街区多角点
（３級）

街区多角節点

・使用承認が出ない
・亡失等異常が有る

【図２－２－２】

（３級）

街区多角点
既知点B

53.390

新点１

(４級)

56.936
52.042

新点２
(４級)

44.95
8

3
9
.
4
3
9

(４級)
新点４

路線長　246ｍ765
(４級)

街区多角点
方向角取付点A

方向角取付点D

２．単路線方式 ② 

既知点１点において方向角の取付を行う場合 

方向角の取付が不可能な既知点がある場合，簡易網平均計算が行えないので厳密網平

均計算を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２－２－２】の説明 

市区町村等によっては，街区多角節点や街区補助点は，基本三角点等としての要件を満

たしていないことから，使用承認がされないものがあります。また，使用承認される基準

点であっても，道路工事等による亡失や異常，電柱・街路樹等の新設により視通が確保で

きなくなっており，物理的に既知点が３点しか使用できない場合があります。 

このような場合には，既知点３点を使用した，単路線方式による計画を立案します。 

 

 点検項目  

登記基準点測量作業規程運用基準別表第４及び別表第５の項目については，単路線方式

①と同様です。 
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３．亡失・遮蔽物等で方向角の取付が不可能な場合 

方向角の取付が不可能な既知点がある場合，簡易網平均計算が行えないので厳密網平

均計算を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 留意事項  

既知点を結んだ線内に，対象地が囲まれるように配置される図形を考えます。 

【図２－２－３】の場合は，対象地が既知点ＡＢＣＤを結んだ四角形，既知点ＡＢＣを

結んだ三角形，既知点ＢＣＤを結んだ三角形の中に納まることになります。 

これらの図形を参考にしながら，登記基準点測量作業規程運用基準第５条及び第８条並

びに登記基準点測量作業規程運用基準別表第４及び別表第５の規定に従い，路線の計画を

立案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地

既知点D

街区三角点
（２級）

【図２－２－３】

（３級）
街区多角点

既知点B

既知点A 街区多角点（３級）

既知点C
街区多角点

（３級）
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（例１）既知点ＡＢＣＤを使用して路線を組む場合（４級登記基準点の場合） 

対象地

新点1
新点2

新点3

新点6

新点7

新点8

交点

交点

（４級）

（４級）
（４級）

（４級）

（４級）

（４級）

新点9

（４級）

【図２－２－４】

既知点A

街区多角点（３級）

（３級）

街区多角点
既知点B

既知点C
街区多角点
（３級）

（２級）

街区三角点
既知点D

新点4（４級）

（４級）

新点5
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（例２）既知点ＡＢＣＤを使用して路線を組む場合（任意型の網 ４級登記基準点の場合） 

対象地

新点2

新点3

新点5

新点6

新点8

交点

交点

（４級）

（４級）

（４級）

環閉合

交点

【図２－２－５】

（３級）

街区多角点
既知点B

既知点A

街区多角点（３級）

既知点C

街区多角点
（３級）

（２級）
街区三角点

既知点D

交点

新点1
（４級）

（４級）

新点4（４級）

新点7

（４級）

（４級）新点9
（４級）

（４級）

新点10

 
  

【図２－２－５】の説明 

【図２－２－４】に新点（新点 10）を加え，路線を１つ増やすことにより，環閉合を作

ることができます。 

環閉合を作ることにより，対象地の属する街区寸法が基準面的に安定し，さらに自己の

観測がどの程度整合しているかを点検でき，自己の測量精度と既知点の精度を併せた点検

を行うことができます。 
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（例３）既知点ＡＢＣを使用して路線を組む場合（４級登記基準点の場合） 

対象地

既知点A

既知点D

街区多角点（３級）

街区三角点
（２級）

新点3

新点5

新点6

新点7

交点

（４級）

（４級）

（４級）

（４級）

（４級）

学校屋上
４階建

１０階建

新築マンション

木

既知点Dの視通がきかない場合

新点8

（４級）

【図２－２－６】

（３級）

街区多角点
既知点B 新点1

（４級）

新点2

既知点C
街区多角点

（３級）

新点4（４級）

 
  

【図２－２－６】の説明 

【図２－２－６】は，既知点Ｄが学校の屋上に存在する街区三角点であり，設置された

後に，屋上より高いマンションが建設され，さらに樹木により対象地方向の視通が利かな

い場合を想定しています。 

このような場合には，既知点３点を使用した計画を立案します。 
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第３節 細部測量の計画 

第２節のように計画を立案して，対象地の近傍に登記基準点を設置します。 

点間距離 50 メートル（標準）の４級登記基準点のみで，直接一筆地を測量できる現場等

は滅多にありませんので，登記基準点の成果に基づく一筆地の筆界点を測量するためには，

「登記補助点」を設置しなければなりません。 

登記基準点に基づく登記補助点と，従来の任意座標によるトラバース点には，一筆地の

筆界点を測量するための「点」としては何ら変わりはありませんが，登記補助点の設置に

ついては，登記基準点測量作業規程運用基準別表第 13 に規定があります。 

登記基準点測量作業規程運用基準別表第 13 の規定を参考にして，【図２－３－１】ない

し【図２－３－４】のように，計画を立案します。 

 

 計画の事例と運用基準との比較検討例  

１．登記基準点測量作業規程運用基準別表第 13 の１．(1)の事例（その１） 

４級以上の基準点を既知点とする単路線方式を原則とします。 

既知点D
（４級）

対象地

【図２－３－１】

（４級）

既知点C
補助点3

補助点2

（４級）
既知点A

（４級）

既知点B

補助点1

 
 

※ 誤差の許容範囲については登記基準点測量作業規程運用基準別表第 15 の２．（1）を

参照 
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２．登記基準点測量作業規程運用基準別表第 13 の１.(1)の事例（その２） 

４級以上の基準点を既知点とする，単路線方式を原則とします。 

既知点B

（４級）

既知点A

（４級）

補助点1補助点２

対象地

【図２－３－２】

 
 

【図２－３－２の説明】 

対象地の前面に４級登記基準点が設置されていれば，対象地の測量を行う際に，登記補

助点を設置せずに済みます。 

しかし，４級登記基準点の点間距離は 50ｍが標準であり，必ずしも対象地の前面に設置

されているとは限りません。 

このような場合には，図のように登記補助点の設置を計画します。 
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３．登記基準点測量作業規程運用基準別表第13の１.(2)の事例（やむを得ない場合の設置方法） 

登記基準点測量作業規程運用基準別表第 13 の１.(1)では，４級以上の基準点を既知

点とする単路線方式を原則としていますが，対象地に障害物が存在する等のやむを得

ない事情があるときは，登記基準点測量作業規程運用基準別表第 13 の１.(2)の規定に

より，【図２－３－３】及び【図２－３－４】を参考にして，計画の立案を行います。 

 

登記基準点測量作業規程運用基準別表第 13 の１.(2) 前段の例 

既知点C

（４級）

既知点B

（４級）

既知点A

（４級）

既知点D
（４級）

対象地

木

建物

物置

【図２－３－３】

補助点1

補助点2

既知点Ｂ～補助点１、補助点１～補助点２までの距離の合計１００ｍ以内。

 
 

※ このような場合には，既知点ＡＢの持つ位置誤差が登記補助点に影響を与えるた

め，測量の際は，出会差点検等の方法により，精度点検を行うことを推奨します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 

登記基準点測量作業規程運用基準別表第 13 の１.(2) 後段の例 

既知点B

（４級）

既知点A

（４級）

補助点４

補助点３
補助点２

対象地

補助点１
角度２

角度１

【図２－３－４】 閉合する単位多角形は辺長２００ｍ以内、かつ補助点１０点以内。

 
 

【図２－３－４】のように，対象地に関しては整合性が取れているような状態になり

ますが，既知点ＡＢの持つ位置誤差が登記補助点に影響を与え，かつ，角度１と角度２

の観測誤差の影響により，基準面に対して，一筆地が数値上回転移動することがありま

す。 

このような場合，後日改めて，対象地の隣接地側から路線を組んだ形で測量を行った

場合に，現実に存在する同一の境界標識であるにも関わらず，双方の測量による座標値

の出会差が，成果として大きく相違する可能性があります。 
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第４節 事前協議 

計画が立案できたら，道路管理者等と新点設置数，埋設物の形状及び測量作業の内容等

について協議を行い，許可・承認等が必要なものについては事前に取得しておきます。 

 

第５節 測量標埋設 

事前協議が整ったら，いよいよ新点の測量標の設置となります。 

新点は，極力アスファルトへ直接設置することを避け，Ｌ型側溝，縁石等に埋設するこ

とが望ましいといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

―――――― 第２章に関する一口メモ ―――――――――――――――――――――― 

 

基準点測量は，「段取り８分 中ぱっぱ」といわれるくらい，事前準備が重要です。 

登記基準点測量作業規程運用基準を参考にしながら十分に計画を練り，関係官公署等と

事前協議を行い，必要な許可・承認を得た上で，測量作業に進みましょう。 

また，土地家屋調査士が測量作業を行うにあたっての最終目標は，「一筆地の筆界」であ

り，登記基準点測量は，「一筆地と公共座標を関連付けるためのツール」であると考えるべ

きでしょう。 

よって，基準点の配点計画の立案にあたっては，まず，対象地近傍の基準点配点計画の

立案を行い，既知点全体のバランスを考慮した上で，全体的な基準点配点計画を立案する

と効率的です。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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第３章 登記基準点観測 
 

第１節 器械及び器材 

登記基準点測量に使用する測量器械及び器材については，登記基準点測量作業規程運用

基準第２条第２項において，「観測に使用する機器は，所定の検定を受けたものとし，適宜，

点検及び調整するものとする。」と規定されています。登記基準点測量のみならず，細部測

量を行う場合においても，同様の点検が必要です。 

本節では，現場で簡易的に器械の点検を行う際の，代表的な方法を例示します。 

 

１．測距機能の点検方法 

500ｍ以上離れた２点Ａ，Ｃを結ぶ線の中央付近にＢを設け，ＡＢ，ＡＣ，ＢＣにつ

いて各３セットの測定を行い，それぞれの平均値を求め，ＡＣとＡＢ＋ＢＣとの較差

が許容範囲（15ｍｍ）内であるか否かを点検します。 

【図３－１－１】 

Ａ Ｂ Ｃ

ＴＳプリズム プリズム

ＡＣ間距離５００ｍ以上
 

 

２．水平角測定機能の点検方法 

任意の３方向について，0°，60°，120°及び 30°，90°，150°の３対回をそれぞ

れ１セットとする観測を行い，各セットの倍角差及び各セットの中数値の差が許容範

囲内にあるか否かを点検します。 

 

【図３－１－２】 

ＴＳ

第１方向

第３方向

第２方向
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許容範囲については以下のとおり。 

２級ＴＳ，セオドライト → 倍角差 30″，観測差 20″，中数の較差 12″ 

３級ＴＳ，セオドライト → 倍角差 50″，観測差 40″，中数の較差 20″ 

           

３．鉛直角観測機能の点検方法 

３個の異なった目標をそれぞれ１対回観測し，高度定数の較差が許容範囲内にある

か否かを点検します。 

 

【図３－１－３】 

ＴＳ

建物

建物

建物

①（正）

②（反）

③（反）

④（正）

⑤（正）

⑥（反）

 

 

 

許容範囲については以下のとおり。 

２級ＴＳ，セオドライト → 30″ 

３級ＴＳ，セオドライト → 50″ 
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第２節 測定すべき数値 

登記基準点測量における観測及び測定は，「必要に応じて，水平角，鉛直角，器械高，目

標の視準高，距離，温度，気圧，基線ベクトル及び高低差について行うものとする。」（登

記基準点測量作業規程運用基準第 10 条第１項より抜粋）と規定されています。 

本節では，上記抜粋文のうち，４級登記基準点測量を行うにあたって，現場で測定すべ

き数値（上記抜粋文の下線部分）についての注意点を説明します。 

 

１．気温・気圧の測定に際しての注意点 

外付け電子野帳の場合，機種によっては，気温・気圧を測定し，入力を行っただけで

は実測値に補正が反映されない場合があります。 

この場合には，ＴＳにも気温・気圧を入力し，補正された実測値を電子野帳に記録

させることが必要です。 

 

【写真１】 ＴＳと外付電子野帳      【写真２】 ＴＳと内蔵電子野帳 
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２．器械高・目標の視準高測定に際しての注意点 

登記基準点測量では，記録ミスや入力ミスを防ぎ，後の計算処理での補正を省略す

るため，器械高と目標の視準高は統一するのが望ましいとされています。 

器械高と目標の視準高の統一は，標識からＴＳの目標マークまでの高さ【写真３参

照】と，標識から１素子プリズムの目標マークまでの高さ【写真４参照】を統一しま

す。 

脱着式のＴＳまたは１素子プリズムを入れ替えた場合には，再度，器械高と目標の

視準高を直接確認する必要があります。 

※ 同一メーカーであっても規格が異なる場合がありますので，ご注意ください。 
 

【写真３】 標識からＴＳ目標マークまでの高さ 

    
 

【写真４】 標識から１素子プリズム目標マークまでの高さ 
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対象地

既知点B

既知点C

新点３

新点４

街区多角点

街区多角点

（３級）

（３級）

街区多角節点

【図３－３－１】

53.390

56.936
52.042 44.95

8

3
9
.
4
3
9

新点１
(４級)

新点２
(４級)

(４級)

(４級)

方向角取付点A
街区多角点

方向角取付点D

第３節 観測方法の事例 

１．単路線方式 ① 

既知点２点において方向角の取付を行う場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

観測順 器械点 
後視点 

水平観測 鉛直観測 距離測定 
視準点 

1 既知点 B 
既知点 A 

２対回 １対回 ２セット 
新点１ 

2 新点１ 
既知点 B 

２対回 １対回 
 

新点２ ２セット 

3 新点２ 
新点１ 

２対回 １対回 
 

新点３ ２セット 

4 新点３ 
新点２ 

２対回 １対回 
 

新点４ ２セット 

5 新点４ 
新点３ 

２対回 １対回 
 

既知点 C ２セット 

6 既知点 C 
新点４ 

２対回 １対回 
 

既知点 D ２セット 

※ 既知点間及び後視点間の距離測定は計算上不要ですが，成果との比較や点検にも

なるので，測定しておくことを推奨します。 
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対象地

既知点C

新点１ 新点２

新点３

新点４

街区多角点
（３級）

街区多角節点

・使用承認が出ない
・亡失等異常が有る

【図３－３－２】

（３級）
街区多角点

既知点B

53.390
56.936

52.042 44.95
8

3
9
.
4
3
9

(４級) (４級)

(４級)

(４級)

街区多角点
方向角取付点A

方向角取付点D

２．単路線方式 ②  

既知点１点において方向角の取付を行う場合 
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観測順 器械点 
後視点 

水平観測 鉛直観測 距離測定 
視準点 

1 既知点 B 
既知点 A 

２対回 １対回 ２セット 
新点１ 

2 新点１ 
既知点 B 

２対回 １対回 
 

新点２ ２セット 

3 新点２ 
新点１ 

２対回 １対回 
 

新点３ ２セット 

4 新点３ 
新点２ 

２対回 １対回 
 

新点４ ２セット 

5 新点４ 
新点３ 

２対回 １対回 
 

既知点 C ２セット 

6 既知点Ｃ 
新点４ 

 １対回 
 

任意の方向 or 新点４ ２セット 

 

※ 既知点ＣにＴＳを据えた際に，電子野帳の機種によっては，２方向でないと対回

観測ができない場合もあるので，高度定数点検のみを行う場合には，２方向目は任

意の方向として観測します（鉛直角の観測ができれば良いとされます。）。 
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対象地

既知点A

既知点B

既知点C

既知点D

街区多角点（３級）

街区多角点

街区多角点

（３級）

（３級）

街区三角点

（２級）

新点1

新点2

新点3

新点4

新点5

新点6

新点7

新点8

交点

（４級）

（４級）

（４級）

（４級）

（４級）

（４級）

（４級）

環閉合

交点

新点9
（４級）

交点

交点

路線４

【図３－３－３】

新点10

（４級）

路線３

路線２

路線１

（４級）

３．結合多角方式（任意型） 
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観測順 路線 器械点 

後視点 

水平観測 鉛直観測 距離測定 備考 視準点 

視準点 

1 1 既知点Ｂ 
新点１ 

 １対回 
２セット 

  
任意の方向 or 新点１  

2 1 新点１ 

既知点 B 

２対回 １対回 

 

路線３の新点

１０を観測する
新点１０ 

２セット 
新点２ 

3 1 新点２ 
新点１ 

２対回 １対回 
 

  
新点３ ２セット 

4 1 新点３ 

新点２ 

２対回 １対回 

 

路線４の新点

６を観測する 
新点６ 

２セット 
新点４ 

5 1 新点４ 
新点３ 

２対回 １対回 
 

  
既知点 C ２セット 

6 1 既知点Ｃ 
新点４ 

 １対回    
任意の方向 or 新点４ 

7 2 既知点Ｄ 
新点５ 

 １対回 
２セット 

  
任意の方向 or 新点５  

8 2 新点５ 
既知点Ｄ 

２対回 １対回 
 

  
新点６ ２セット 

9 2 新点６ 

新点５ 

２対回 １対回 
 路線４の新点

３を観測する 
新点３ 

新点７ ２セット 

10 2 新点７ 
新点６ 

２対回 １対回 
 

  
新点８ ２セット 

11 2 新点８ 

新点７ 

２対回 １対回 

 

路線３の新点

１０を観測する
新点１０ 

２セット 
新点９ 

12 2 新点９ 
新点８ 

２対回 １対回 
 

  
既知点 A ２セット 

13 2 既知点Ａ 
新点９ 

 １対回    
任意の方向 or 新点９ 

14 3 新点１０ 
新点８ 

２対回 １対回    
新点１ 
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第４章 計算事例 
 

第１節 網平均計算の流れ 

１．手簿点検 → 倍角差，観測差，高度定数較差の点検 

制限範囲超過の場合は，再測 

     （制限範囲については，登記基準点測量作業規程運用基準別表第８参照） 

 

２．高度角補正計算 → 器械高と目標高とを統一する場合には不要 

 

３．標高の点検計算 → 既知点の標高の閉合差点検 

新点の仮標高算出 

     （制限範囲については，登記基準点測量作業規程運用基準別表第11参照） 

          

４．距離補正計算 → 傾斜補正，投影補正，縮尺補正 

 

５．水平位置の点検計算 → 既知点の水平位置閉合誤差点検 

新点の仮座標を算出 

     （制限範囲については，登記基準点測量作業規程運用基準別表第 11 参照） 

 

６．水平網平均計算 → 仮座標を基に新点の座標を算出 

標準偏差が許容範囲内であるか要確認 

     （制限範囲については，登記基準点測量作業規程運用基準別表第12参照） 

 

７．高低網平均計算 → 仮標高を基に新点の標高を算出 

標準偏差が許容範囲内であるか要確認 

（制限範囲については，登記基準点測量作業規程運用基準別表第12参照） 

※ 気圧・気温補正については，第３章第２節（21 頁）の記載のとおり，観測の際に

器械入力により補正を行ってください。 
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第２節 点検計算 

第１節５．６．の点検計算方法は，作業規程の準則（公共測量）で下記のとおり記載さ

れています（登記基準点測量作業規程第 18 条参照）。 

（1） 点検路線は，既知点と既知点を結合させるものとする。 

（2） 点検路線は，なるべく短いものとする。 

（3） すべての既知点は，１つ以上の点検路線で結合させるものとする。 

（4） すべての単位多角形は，路線の１つ以上を点検路線と重複させるものとする。 

（「作業規程の準則（公共測量）第 42 条 一 イ」より抜粋） 

 

【図４－２－１】 

既知点Ａ 既知点Ｃ

既知点Ｂ

新点T1

新点T2
（交点）

新点T3

新点T4

 
 

 

【図４－２－２】 

既知点Ａ 既知点Ｄ

新点T1

新点T2
（交点）

新点T3

既知点Ｂ 既知点Ｃ

新点T4

新点T5
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【図４－２－３】 

 

既知点Ａ

既知点Ｂ 既知点Ｃ

既知点Ｄ

新点T1

新点T2
（交点）

新点T3

新点T4

新点T5
（交点）

新点T6

新点T7

 

 

 

 

【図４－２－４】 

既知点Ａ

既知点Ｂ 既知点Ｃ

既知点Ｄ

新点T1

新点T2
（交点）

新点T3

新点T4

新点T5
（交点）

新点T6

新点T7

新点T8

（交点）

（交点）
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第５章 点検測量 

 

第１節 新点の点検 

作業の終了後速やかに，新点の点検測量を行います。（登記基準点測量作業規程運用基準

第７条参照） 

新点の点検測量率は，以下のとおりであり，登記基準点測量作業規程運用基準別表第３

に規定されています。 

１・２級基準点の場合 新点の 10％ 

３・４級基準点の場合 新点の５％ 

※ 点検測量の結果は，精度管理表に記載する。 
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第２節 既知点の点検 

測量対象地の前面に基準点が設置されており，２点以上の既知点が視準可能な場合には，

これを用いて一筆地の測量を行うことも可能です。 

ただし，この場合には，既知点の点検が必要です。登記基準点作業規程では現在，既知

点の点検に関する規程は設けられておりませんが，一般的な基準点の既知点の点検方法及

び制限値を次頁で紹介します。 

なお，既知点の点検を行うためには，成果表が必要となります。 
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【図５－２－１】 

既知点ＮＯ．１５０ 既知点ＮＯ．１１

対象地

角度

距離
距離

既知点ＮＯ．１０

 

 
角度 60 秒以内 距離 20ｍｍ以内  

「都市再生街区基本調査作業規程運用基準」 

「別表第 22 放射法による街区点測量における観測点の点検較差の標準」より抜粋 

 

角度 60 秒以内 距離 50ｍｍ以内（甲一及び甲二の場合） 

「地籍調査作業規程準則運用基準」 

「別表第 25 放射法等による一筆地測量における与点点検の較差の標準」より抜粋 

 

上記の規定では，既知点の距離・角度の較差が範囲内であれば，対象地の細部測量を行

うことが可能であるとされています。 

しかし，一筆地の測量を行う場合には，点検する既知点間の距離の長短を問わず，角度

50 秒，距離 19ｍｍの誤差がある点を既知点として使用することができるかについては，疑

義があります。 

よって，本マニュアルでは，第３章第１節に記載した点検方法を事前に実施した上で，

下記の既知点の距離較差・角度較差を標準として点検を行うことを推奨します。 

 

距離：観測距離と既知点間の成果による球面距離との差 

1/5000 以内 

角度：観測角と既知点間の成果による角度との差 

1/5000 以内 

【計算例】   

既知点間の距離が 50ｍの場合 

距離 50ｍ×（1/5000）＝±0.010ｍ 

       角度 tan-1（0.010÷50ｍ）＝±0°0′4１″ 
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第６章 使用報告 

 
第１節 使用報告書の作成 

登記基準点測量作業の完了後には，使用報告書（【添付資料③】使用報告書記載例参照）

を作成します。使用報告書の様式は公共基準点の管理者によって異なりますが，報告内容

は，ほぼ同様となっています。また，必要な添付書類（基準点現況報告書，精度管理表，

成果表，網図等）についても管理者によって異なりますので，事前に確認を行っておくと

良いでしょう。 

なお，土地家屋調査士が，地積測量図の作成を目的に基準点を使用する場合には，使用

報告書のみ提出を行えば良い場合もありますので，併せて事前に確認をしておくことをお

すすめします。 

 

【添付資料③】使用報告書記載例 
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第２節 使用報告書の提出 

登記基準点測量の完了後は速やかに，使用した公共基準点の管理者に使用報告書を提出す

る必要があります。 

使用報告を行うことは，測量精度の維持と深く関わっていますので，測量結果の報告だけ

ではなく，公共基準点の亡失及び故障等を発見した場合には，管理者に報告する義務があり

ます。 
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